
資料２ 

介護予防支援事業所の指定について 

 

介護保険法改正により、令和６年４月から居宅介護支援事業者も指定を受け

て介護予防支援を実施できるようになりました。 

 

１ 指定における注意事項 

 ⑴ 居宅介護支援事業所の指定を受けている。 

 ⑵ 管理者が主任介護支援専門員であること。 

 ⑶ 運営規程等に記載されている。 

 ⑷ 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護

予防支援事業」などの記載がされている。 

 ⑸ 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」

と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定を

受けて行うことができるのは「介護予防支援」のみです。 

「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、今までどおり地域包括支

援センターからの委託となります。 

２ 指定申請について 

⑴ 申請受付期限 

指定希望月の前々月末まで（例:７月１日指定の場合は、５月末まで） 

 ⑵ 申請書類 

   指定介護予防支援事業所指定申請書 

   付表第二号 

   チェックリストに記載してある書類（登記事項証明書など） 

   ※ 上記書類は市ホームページからダウンロードできます。 

 ⑶ 審査事務手数料 

   新規・更新ともに無料 

⑷ 市外の居宅介護支援事業所が本市被保険者の介護予防支援を行う場合、

所在地保険者の介護予防支援の指定を受けた上で、北名古屋市の介護予防

支援の指定を受ける必要があります。 

３ 地域包括支援センターとの連携について 

 ⑴ 指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランの気にな

る点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。 

 ⑵ ケアプラン等書類は、指定を受けた居宅介護支援事業所が保管すること

になり、地域包括支援センターへの提出は不要です。 
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